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政
令
第
百
四
号

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
六
十
六
条
」
を
「
第
六
十
五
条
」
に
、
「
第
六
十
七
条
―
第
七
十
条
」
を
「
第
六
十
六
条
―
第
六
十
九
条
」

に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
該
当
す
る
も
の
」
の
下
に
「
（
以
下
、
第
六
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
八
号
に
お
い
て
「
研
究
開
発
段

階
発
電
用
原
子
炉
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
十
七
条
第
一
項
中
「
文
部
科
学
大
臣
」
を
「
原
子
力
規
制
委
員
会
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
文
部
科
学
省
令
」

を
「
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
」
に
改
め
る
。
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第
五
十
九
条
中
「
文
部
科
学
大
臣
」
を
「
原
子
力
規
制
委
員
会
」
に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
第
一
項
中
「
第
七
十
一
条
第
八
項
」
を
「
第
七
十
一
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
発
電
用
原
子

炉
」
を
「
実
用
発
電
用
原
子
炉
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
を
削
り
、
同
項
第
九
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
八
号
中
「

若
し
く
は
第
五
十
七
条
の
六
第
三
項
」
及
び
「
若
し
く
は
第
五
十
七
条
の
七
第
四
項
」
を
削
り
、
「
法
第
四
十
三
条
の
三
の

二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
八
項
又
は
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
二
条
の
七
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
あ
つ
て
は
、
」
を
「
船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
（
研
究
開
発
段
階
に
あ
る
も
の

を
除
く
。
）
及
び
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
発
電
用
原
子
炉
」
を
「
実
用
発
電
用
原
子
炉

」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
八
項
又
は
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
七
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
（
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）

第
六
十
二
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
設
置
す
る
原

＜

子
炉
」
の
下
に
「
（
研
究
開
発
段
階
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
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に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
原
子
炉
設
置
者
に
よ
る
法
第
二
十
六
条
第
二
項
又
は
第
三
十
二
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

四

船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
（
研
究
開
発
段
階
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
原
子
炉
設
置
者
に
よ
る
法
第
二
十
六

条
第
二
項
又
は
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

第
六
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
第
五
号
」
を
削
り
、
同
項
第
二

号
中
「
第
四
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
項
第
三
号
」
を
「
前
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項

＜

第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
届
出
の
受
理

文
部
科
学
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

＜

第
六
十
二
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
届
出
の
受
理

国
土
交
通
大
臣

第
六
十
二
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
第
三
号
中
「
第
一
項
第
九
号
」
を
「
第
一
項
第
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同

項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
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第
一
号
中
「
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
一
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の

一
号
を
加
え
る
。

一

第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
確
認

経
済
産
業
大
臣

第
六
十
二
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
第
一
項
第
十
一

号
」
に
、
「
当
該
各
号
に
定
め
る
大
臣
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
七
項
を
削
る
。

第
六
十
五
条
を
削
り
、
第
六
十
六
条
を
第
六
十
五
条
と
し
、
第
七
章
中
第
六
十
七
条
を
第
六
十
六
条
と
し
、
第
六
十
八
条

か
ら
第
七
十
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
一
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
中
「
第
六
十
六
条
関
係
」
を
「
第
六
十
五
条
関
係
」
に
改
め
る
。

（
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
九
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
文
部
科
学
大
臣
」
を
「
原
子
力
規
制
委
員
会
」
に
、
「
文
部
科
学
省
令
」
を
「
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
」
に
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改
め
る
。

（
行
政
機
関
職
員
定
員
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

行
政
機
関
職
員
定
員
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
の
表
文
部
科
学
省
の
項
中
「
二
、
一
五
五
人
」
を
「
二
、
〇
九
七
人
」
に
改
め
、
同
表
環
境
省
の
項
中
「

二
、
〇
一
〇
人
」
を
「
二
、
〇
六
八
人
」
に
改
め
る
。

（
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部

改
正
）

第
四
条

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（

平
成
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

（
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。
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第
十
九
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
二
十
八
条
第
一
項
第
四
号
ロ
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
第
五
号
ロ
」
に
改
め

る
。

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
一
条
第
一
項
第
二
号
中
「
、
加
工
施
設
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
加
工
施
設
（
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
施

行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
項
第
六
号
に
お
い
て
「
整
備
法
施
行
令
」
と
い
う

。
）
第
三
条
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
七
号
、
第
六
項
第

六
号
及
び
第
十
三
号
並
び
に
第
七
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
試
験
研
究
炉
等
（
原

子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す
る
原
子
炉
で
あ
っ
て
試
験
研
究
の
用
に
供
す

る
も
の
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四

号
）
第
一
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
及
び
船
舶
に
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
核
原
料
物
質
、
核
燃
料

物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
五
十
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
使
用
施
設
等
で
あ
っ
て
、
原
子
力
災
害
対
策
特
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別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
原
子
力
事
業
所
に
設
置
さ
れ
る
も
の
の
う
ち

、
整
備
法
施
行
令
第
三
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
、
第
七
号
又
は
第
十
号
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
及
び
第
七
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
が
、
そ
の
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
、
若
し
く
は
予
定
さ
れ
て

い
る
都
道
府
県
又
は
当
該
都
道
府
県
に
隣
接
す
る
都
道
府
県
（
次
条
第
一
項
各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
イ
に
掲
げ
る
交

付
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
を
行
う
所
管
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
て
行
う
イ
に
掲
げ
る

交
付
金
の
交
付
、
原
子
力
発
電
施
設
等
の
設
置
が
、
」
を
「
の
設
置
が
」
に
、
「
及
び
第
七
項
第
五
号
」
を
「
並
び
に
第
七

項
第
一
号
及
び
第
五
号
」
に
、
「
次
条
第
一
項
各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
交
付
金
の
交
付
に
関
す

る
事
務
を
行
う
所
管
大
臣
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
」
に
、
「
ロ
又
は
ハ
に
」
を
「
イ
に
」
に
、
「
ニ
に
」
を
「
ロ
に
」
に
、

「
ホ
に
」
を
「
ハ
に
」
に
、
「
ヘ
及
び
第
十
五
号
ロ
」
を
「
ニ
及
び
第
十
号
ロ
」
に
、
「
ヘ
に
掲
げ
る
」
を
「
ニ
に
掲
げ
る

」
に
、
「
ト
に
掲
げ
る
」
を
「
ホ
に
掲
げ
る
」
に
、
「
チ
に
」
を
「
ヘ
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
を
削
り
、
同
号
ハ
を

同
号
イ
と
し
、
同
号
ニ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
ホ
中
「
ヘ
に
」
を
「
ニ
に
」
に
、
「
イ
及
び
ト
に
」
を
「
ホ
に
」
に
改
め
、

同
号
ホ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
ヘ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
ト
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
チ
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
項
中
第
三
号
を

削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
号
を
第
五
号
と
し
、
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第
十
一
号
を
第
六
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
七
号
と
し
、
同
項
第
十
三
号
中
「
第
二
十
一
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
次

条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
次
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
十
四
号
中
「
第
二
十
一
号

」
を
「
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
十
五
号
ロ
中
「
第
二
号
ヘ
」
を
「
第
二
号
ニ
」
に
改
め

、
同
号
ハ
中
「
第
十
三
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
十
六
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し

、
同
項
第
十
七
号
中
「
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
」
の
下
に
「
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
」
を
加
え
、
「

加
工
施
設
の
設
置
」
を
「
加
工
施
設
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年

法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
加
工
施
設
（
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
施
行
令
（
昭
和

四
十
九
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
。
以
下
「
整
備
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
六
項
第
六
号
及
び
第
十
三
号
並
び
に
第
七
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
十
五

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
第
十
八
号
中
「
次
条
第
一
項
第
四
号
」
を

「
次
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
三
号
と
し
、
同
項
第
十
九
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
第
二
十

号
中
「
第
二
十
四
号
ヘ
」
を
「
第
十
九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
項
第
二
十
一
号
中
「
第
十
三
号

」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
六
号
と
し
、
同
項
第
二
十
二
号
を
同
項
第
十
七
号
と
し
、
同
項
第
二
十
三
号
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を
同
項
第
十
八
号
と
し
、
同
項
第
二
十
四
号
ハ
中
「
第
二
十
八
号
」
を
「
第
二
十
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
九
号

と
し
、
同
項
第
二
十
五
号
を
同
項
第
二
十
号
と
し
、
同
項
第
二
十
六
号
中
「
第
二
十
四
号
イ
」
を
「
第
十
九
号
イ
」
に
改
め

、
同
号
を
同
項
第
二
十
一
号
と
し
、
同
項
第
二
十
七
号
を
同
項
第
二
十
二
号
と
し
、
同
項
第
二
十
八
号
を
同
項
第
二
十
三
号

と
し
、
同
条
第
七
項
第
一
号
中
「
の
設
置
が
、
」
を
「
（
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
条
第

四
号
に
規
定
す
る
原
子
炉
で
あ
っ
て
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
も
の
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
一
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
及
び
船
舶

に
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
五
十
三
条
第
二
号

に
規
定
す
る
使
用
施
設
等
で
あ
っ
て
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
原
子
力
事
業
所
に
設
置

さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
整
備
法
施
行
令
第
三
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
、
第
七
号
又
は
第
十
号
に
該
当
す
る
も
の
以
外

の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
が
」
に
、
「
内
閣
総
理
大
臣
」
を
「
次
条
第
一
項
各
号
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
を
行
う
所
管
大
臣
」
に
、
「
当
該
原
子
力
発
電
施
設

等
、
加
工
施
設
又
は
試
験
研
究
炉
等
に
よ
る
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又
は
発
生
し
た
場
合
の
緊
急
時
に
お
け
る

当
該
原
子
力
発
電
施
設
等
、
加
工
施
設
又
は
試
験
研
究
炉
等
の
周
辺
の
地
域
の
住
民
の
安
全
の
確
保
の
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
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講
ぜ
ら
れ
る
措
置
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
」
を
「
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
交
付
金
の
交
付
及
び
所
在
都
道
府
県
又
は

所
在
都
道
府
県
に
隣
接
す
る
都
道
府
県
（
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
て
行
う
ハ
に
掲

げ
る
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

原
子
力
発
電
施
設
等
、
加
工
施
設
又
は
試
験
研
究
炉
等
に
よ
る
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又
は
発
生
し

た
場
合
の
緊
急
時
に
お
け
る
当
該
原
子
力
発
電
施
設
等
、
加
工
施
設
又
は
試
験
研
究
炉
等
の
周
辺
の
地
域
の
住
民
の

安
全
の
確
保
の
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
講
ぜ
ら
れ
る
措
置
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
交
付
金

ロ

原
子
力
発
電
施
設
等
、
加
工
施
設
又
は
試
験
研
究
炉
等
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
放
射
線
監
視
施
設
の
設
置
及
び

運
営
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
交
付
金

ハ

原
子
力
発
電
施
設
等
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
地
震
に
関
す
る
観
測
並
び
に
土
地
及
び
水
域
の
測
量
を
行
う
た
め

の
施
設
の
設
置
及
び
運
営
又
は
地
震
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
整
理
並
び
に
原
子
力
発
電
施
設
等
の
周
辺
の
地
域

の
住
民
に
対
す
る
地
震
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
交
付
金

第
五
十
一
条
第
七
項
第
三
号
中
「
又
は
第
五
号
」
を
「
、
第
五
号
若
し
く
は
第
十
一
号
」
に
改
め
、
「
規
定
す
る
措
置
」

の
下
に
「
又
は
第
十
二
号
に
規
定
す
る
放
射
線
監
視
」
を
加
え
、
同
項
中
第
十
三
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
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六
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

十
一

放
射
線
量
の
測
定
及
び
被
ば
く
者
の
救
助
そ
の
他
の
医
療
に
係
る
措
置
に
関
す
る
調
査
に
要
す
る
費
用
に
係
る
委

託
費
の
交
付

十
二

第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
交
付
金
の
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
に
よ
る
放
射
能
調
査
と
相
互
に
そ
の
結
果
を
比
較
す
る

た
め
に
行
う
放
射
能
調
査
及
び
当
該
都
道
府
県
に
よ
る
放
射
線
監
視
の
結
果
を
収
集
し
て
行
う
放
射
線
に
関
す
る
調
査

に
要
す
る
費
用
に
係
る
委
託
費
の
交
付

十
三

原
子
力
発
電
施
設
等
の
周
辺
の
海
域
に
お
け
る
放
射
能
に
関
す
る
調
査
に
要
す
る
費
用
に
係
る
委
託
費
の
交
付

十
四

原
子
力
発
電
施
設
等
に
お
け
る
放
射
線
業
務
に
従
事
し
、
又
は
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
者
に
対
し
て
行
う
放
射
線

に
よ
る
人
体
へ
の
影
響
に
関
す
る
調
査
に
要
す
る
費
用
に
係
る
委
託
費
の
交
付

第
五
十
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
前
条
第
七
項
第
一
号
」
を
「
前
条
第
七
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
イ
中
「

前
条
第
一
項
第
二
号
イ
、
ロ
、
ニ
及
び
チ
」
を
「
前
条
第
一
項
第
二
号
ロ
及
び
ヘ
」
に
、
「
同
項
第
三
号
、
第
六
号
か
ら
第

九
号
ま
で
、
第
十
六
号
、
第
十
九
号
及
び
第
二
十
五
号
」
を
「
同
項
第
十
一
号
、
第
十
四
号
及
び
第
二
十
号
」
に
改
め
、
同

号
ハ
中
「
並
び
に
第
六
項
第
五
号
及
び
第
六
号
」
を
「
及
び
第
六
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
前
条
第
一
項
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第
四
号
、
第
十
三
号
、
第
十
七
号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
三
号
及
び
第
二
十
四
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
三
号
、
第
八
号
、

第
十
二
号
、
第
十
三
号
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
」
に
、
「
同
項
第
二
十
七
号
及
び
第
二
十
八
号
」
を
「
同
項
第
二
十
二

号
及
び
第
二
十
三
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
前
条
第
一
項
第
二
号
ホ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
前
条
第
一
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ

ま
で
」
に
、
「
同
項
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を
「
同
項
第
九
号
及
び
第
十
号
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
前
条
第
四
項
第

五
号
、
第
六
号
及
び
第
九
号
」
を
「
前
条
第
四
項
第
九
号
」
に
改
め
、
「
、
第
三
号
」
及
び
「
並
び
に
同
項
第
十
三
号
に
規

定
す
る
拠
出
金
の
拠
出
」
を
削
り
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ

前
条
第
四
項
第
五
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
補
助
金
又
は
委
託
費
の
交
付
並
び
に
同
項

第
十
三
号
に
規
定
す
る
拠
出
金
の
拠
出
に
関
す
る
事
務
（
第
七
号
イ
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）

第
五
十
二
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
前
条
第
一
項
第
二
号
ハ
」
を
「
前
条
第
一
項
第
二
号
イ
」
に
、
「
同
項
第
十
号
か
ら

第
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
及
び
第
二
十
六
号
」
を
「
同
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
十
五
号

か
ら
第
十
七
号
ま
で
及
び
第
二
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
前
条
第
一
項
第
二
号
ホ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
前
条
第
一
項

第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
前
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中

「
前
条
第
一
項
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
号
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
事
務
の
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う
ち
、
前
条
第
七
項
第
二
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
十
二
号
に
規
定
す
る
補
助
金
、
委
託
費
又
は
交
付
金
の
交
付
に
関
す

る
事
務
、
同
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
拠
出
金
の
拠
出
に
関
す
る
事
務
及
び
同
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
措
置
に
関
す
る
事

務
」
を
「
次
に
掲
げ
る
事
務
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

前
条
第
四
項
第
五
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
補
助
金
又
は
委
託
費
の
交
付
並
び
に
同
項

第
十
三
号
に
規
定
す
る
拠
出
金
の
拠
出
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
保
障
措
置
に
係
る
も
の

ロ

前
条
第
六
項
第
五
号
に
規
定
す
る
委
託
費
の
交
付
に
関
す
る
事
務

ハ

前
条
第
七
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
交
付
金
並
び
に
同
項
第
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
及
び
第
十
六
号
に
規

定
す
る
補
助
金
、
委
託
費
又
は
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
、
同
項
第
十
五
号
に
規
定
す
る
拠
出
金
の
拠
出
に
関

す
る
事
務
並
び
に
同
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
措
置
に
関
す
る
事
務

第
五
十
四
条
中
「
第
五
十
一
条
第
一
項
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
を
「
第
五
十
一
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
九
号
」
に

改
め
る
。

附
則
第
七
条
中
「
第
五
十
一
条
第
一
項
第
五
号
、
第
十
二
号
、
第
十
三
号
イ
及
び
第
二
十
四
号
ロ
」
を
「
第
五
十
一
条
第

一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八
号
イ
及
び
第
十
九
号
ロ
」
に
、
「
同
項
第
十
一
号
、
第
十
八
号
及
び
第
二
十
六
号
」
を
「
同
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項
第
六
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
一
号
」
に
改
め
る
。

（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
水
戸
原
子
力
事
務
所

別
表
第
一
文
部
科
学
省
の
項
中

を
「
日
本
学
士
院
」
に
改
め
る
。

日
本
学
士
院

」

（
文
部
科
学
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

文
部
科
学
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
四
節

施
設
等
機
関
（
第
八
十
九
条－

第
九
十
一
条
）

目
次
中

を
「
第
四
節

施
設
等
機
関
（
第
八
十
九
条－

第

第
五
節

地
方
支
分
部
局
（
第
九
十
二
条
）

」

九
十
二
条
）
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
第
二
十
一
号
及
び
第
二
十
二
号
を
削
り
、
第
二
十
三
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
二
十
四
号
か
ら
第
二
十
八
号

ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
八
条
中
第
二
十
二
号
を
削
り
、
第
二
十
三
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
二
十
四
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
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繰
り
上
げ
る
。

第
九
条
中
第
十
四
号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、

第
二
十
一
号
を
削
り
、
第
二
十
二
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

「
産
業
連
携
・
地
域
支
援
課

第
五
十
四
条
中
「
四
課
」
を
「
三
課
」
に
、

を
「
産
業
連
携
・
地
域
支
援
課
」
に
改
め
る
。

放
射
線
対
策
課

」

第
五
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条

削
除

第
六
十
七
条
中
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
す
る
。

第
七
十
一
条
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し

、
同
条
中
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
す
る
。

第
七
十
六
条
中
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
す
る
。

第
一
章
第
五
節
の
節
名
を
削
る
。

第
九
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
九
十
二
条

削
除

（
原
子
力
規
制
庁
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

原
子
力
規
制
庁
組
織
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
、
六
」
を
「
、
七
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
特
会
法
施
行
令

」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
度
の
予
算
か
ら
適
用
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計
の
電
源
開
発
促
進
勘
定

の
平
成
二
十
四
年
度
の
収
入
及
び
支
出
並
び
に
同
年
度
以
前
の
年
度
の
決
算
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
電
源
開
発

促
進
勘
定
の
電
源
立
地
対
策
、
電
源
利
用
対
策
及
び
原
子
力
安
全
規
制
対
策
の
平
成
二
十
五
年
度
の
歳
入
に
繰
り
入
れ
る
べ



- 17 -

き
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
新
特
会
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
電
源
開
発
促
進
勘
定
の
電
源
立
地
対
策
（
以
下
「

新
電
源
立
地
対
策
」
と
い
う
。
）
、
電
源
利
用
対
策
（
以
下
「
新
電
源
利
用
対
策
」
と
い
う
。
）
及
び
原
子
力
安
全
規
制
対

策
（
以
下
「
新
原
子
力
安
全
規
制
対
策
」
と
い
う
。
）
の
区
分
に
従
っ
て
、
電
源
開
発
促
進
勘
定
の
歳
入
に
繰
り
入
れ
る
も

の
と
す
る
。

２

電
源
開
発
促
進
勘
定
の
平
成
二
十
四
年
度
の
歳
出
予
算
の
経
費
の
金
額
の
う
ち
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四

号
）
第
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第
四
十
二
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
繰
越
し
を
必
要
と
す
る
も
の
は
、
新
電
源
立
地
対

策
、
新
電
源
利
用
対
策
及
び
新
原
子
力
安
全
規
制
対
策
の
区
分
に
従
っ
て
、
同
勘
定
に
繰
り
越
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
、
電
源
開
発
促
進
勘
定
に
所
属
す
る
権
利
義
務
は
、
新
電
源
立
地
対
策
、
新
電
源
利
用
対
策
及
び

新
原
子
力
安
全
規
制
対
策
の
区
分
に
応
じ
、
同
勘
定
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
源
開
発
促
進
勘
定
に
帰
属
す
る
権
利
義
務
に
係
る
収
入
及
び
支
出
は
、
新
電
源
立
地
対
策
、
新
電

源
利
用
対
策
及
び
新
原
子
力
安
全
規
制
対
策
の
区
分
に
応
じ
、
同
勘
定
の
新
電
源
立
地
対
策
、
新
電
源
利
用
対
策
及
び
新
原

子
力
安
全
規
制
対
策
の
歳
入
及
び
歳
出
と
す
る
。
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（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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理

由

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


